
 議案第６８号 

   すみだトリフォニーホール条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年９月１３日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   すみだトリフォニーホール条例の一部を改正する条例 

 すみだトリフォニーホール条例（平成８年墨田区条例第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第１３条第３号中「の利用」を「を利用すること」に改める。 

 第１７条第３項第２号中「発揮」の次に「することが」を加える。 

 別表大ホールの項中「２４８，０００円」を「２７２，０００円」に、「２９２， 

０００円」を「３２１，０００円」に、「４７１，０００円」を「５１８，０００円」 

に、「９１５，０００円」を「１，００６，０００円」に、「３２２，０００円」を

「３５４，０００円」に、「５１２，０００円」を「５６３，０００円」に改め、同

表小ホールの項中「１２，０００円」を「１３，０００円」に、「２２，０００円」

を「２４，０００円」に、「３５，０００円」を「３８，０００円」に、「５８，０

００円」を「６３，０００円」に改め、同表練習室の項中「２，４００円」を「２，

６００円」に、「３，６００円」を「３，９００円」に、「４，８００円」を「５， 

２００円」に、「１０，８００円」を「１１，７００円」に改め、同表楽屋の項中 

「２，０００円」を「２，２００円」に、「３，０００円」を「３，３００円」に、

「４，０００円」を「４，４００円」に、「９，０００円」を「９，９００円」に、 

「６，０００円」を「６，６００円」に改め、同表付記１及び３中「２」を「付記２」 

に改め、同表付記に次のように加える。 

  ４ 区内に住所を有する者その他の規則で定める者以外の者が利用する場合の利 

   用料金の額は、この表（大ホール、楽屋及び付帯設備に係る部分を除く。）に



定める額（付記１又は２の規定による額を含む。）に当該額の３割相当額を加

えた額とする。 

   付 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、

なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 受益者負担の適正化を図るため、利用料金の上限額を改定するとともに、新たに区

民外料金を設ける必要がある。 

 


